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改正個人情報保護法

環境激変…
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個人関連情報の規制

◼ 制度導入の背景

◼ リクナビ事件－制度導入の直接の契機

◼ 個人関連情報の新設
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制度導入の背景

⚫ クッキーによるウェブ閲覧履歴の追跡

⚫ インターネット広告の仕組み

⚫ FBの何が問題か

⚫ 「２人FB」
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クッキーによるウェブ閲覧履歴の追跡
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クッキーとは

サーバユーザー

① ｻｰﾊﾞにｱｸｾｽ

ｻｰﾊﾞがcookie（識
別子）を書き込む

②

再度ｻｰﾊﾞにｱｸ
ｾｽするとﾌﾞﾗｳ
ｻﾞがcookieを
送信 ※

③

④

「0123」

がまた来
たな・・

cookie「0123」
を振られた

8※ cookieには、ドメインが書かれており、ブラウザは同じドメインのサーバにだけ送り返す。
ちなみに、ブラウザはcookie、スマホアプリは広告ID。



広告事業者サーバのｻｰﾄﾞﾊﾟｰﾃｨｸｯｷｰ

広告事業者
ｻｰﾊﾞ

ユーザー

画像ﾀｸﾞ
による自
動ｱｸｾｽ

画像
+3Pｸｯｷｰ

④

⑤

③【画像タグ】
〇×スポーツWebｻｲﾄの画像タグがブラウザに「広告

事業者ｻｰﾊﾞから画像を読み込め」と指示する

①

②

閲覧のた
めのｱｸｾｽ

ｺﾝﾃﾝﾂ
＋画像タグ
+1Pｸｯｷｰ

〇×ｽﾎﾟｰﾂ
Webサイト

○☓スポー
ツweb

・・・・・
・・・・・
・・・・・

画像

〇×ｽﾎﾟｰﾂ
webｻｲﾄか

らくるのは、
ﾌｧｰｽﾄﾊﾞｰ
ﾃｨｸｯｷｰ
「〇×001」

広告事業
者ｻｰﾊﾞか
らくるのは、
ｻｰﾄﾞﾊﾞｰﾃｨ
ｸｯｷｰ
「DMP123」
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ユーザー
画像タグによるｱｸｾｽ

広告事業者ｻｰﾊﾞ
が3Pｸｯｷｰを送信

④

⑤

⑥

広告事業者
ｻｰﾊﾞ

• ④の画像タグによるｱｸｾｽの際に広告事業者ｻｰﾊﾞは「〇×ス
ポーツ」のウェブサイトの指示で来たことが分かる（1pクッキー
「〇×001」をもらうことも）

• それにより、「〇×スポーツ」と広告事業者が発行した3Pｸｯｷｰ
「DMP123」の組み合わせが広告事業者サーバで完成する。
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広告事業者のクッキーをキーとした名寄せ



• 〇×ｽﾎﾟｰﾂのwebサイトとお
なじように、あちこちのwebサ

イトに広告事業者が画像タグ
を貼っておく。

• 消費者が、それらのサイトに
アクセスするごとに、消費者
のブラウザは、広告事業者
ｻｰﾊﾞからもらったクッキー
「DMP123」を送ってくる。

• 広告事業者サーバは、どの
ﾌｧｰｽﾄﾊﾟｰﾃｨからアクセスを
指示されたかも分かるため、
「DMP123」をキーにして、

ウェブサイトの閲覧履歴を作
成できる。

広告事業者のクッキーをキーとした名寄せ

広告事業
者ｻｰﾊﾞ

〇×スポーツ

WebサイトA

WebサイトB
EC＠

ニュース□

ポータル△

⑦
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広告事業者のクッキーをキーとした名寄せ
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広告事業者
ｻｰﾊﾞ

DMP123のブラウザのアクセス履歴

日時 アクセス先

2018/06/01 22:10 〇×スポーツ

2018/06/01 22:18 WebサイトA（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｭｰｽﾞ）

2018/06/02 19:30 WebサイトB（引越し業者）

2018/06/02 19:52 WebサイトC（引越し業者）

2018/06/02 20:05 ポータル△

2018/06/04 20:30 ニュース□

2018/06/01 20:46 EC＠

※ ここでは画像タグ（HTMLタグ）で説明したが、現在では、JavaScriptのタグが
一般的。閲覧履歴のみならず、ブラウザから様々な情報（カーソルの位置や
1stパーティでの入力情報など）を得ることができる。

DMP (Data 

Management 

Platform)
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 このような行為は、非常に一般的に行われている。

 法的評価の検討は、あまり進んでいない。問題視されたこともあったが、個人
情報ではないこともあって、事実上許容されている。

 アプリの位置情報などを利用して、リアルの行動と合せて分析するサービスや、
デバイスをまたいで履歴を突合するサービス（紐づけのキーとしてメールアドレ
スやIPアドレスを使用する）なども存在する。

広告事業者のクッキーをキーとした名寄せ
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インターネット広告の仕組み



インターネット広告の仕組み

○☓スポーツ
web

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

画像
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画像（広告）が表示されるまでに、↑以外に様々なことが起こる…



インターネット広告ビジネスの仕組み
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○☓スポーツ
web

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

画像

画像（広告）が表示されるまでに起こること

広告事業者ｻｰﾊﾞX
= 媒体側代理人

この枠買いたい人!

50代男性、所在地港区、引っ越し
業者チェック、旅行好き

広告事業者ｻｰﾊﾞY
= 広告主側代理人

1.5円

2.5円
2円
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RTB（リアルタイ
ムの入札市場）

引っ越し業者が
2.5円で買うよ

港区のレストラン
が２円で買うよ

広告主

50代男性、港区、引っ越
し、旅行好き

広告主

広告主

広告主

広告主



18

RTB（リアルタイ
ムの入札市場）

引っ越し業者が
2.5円で買うよ

港区のレストラン
が２円で買うよ

SSP

SSP

媒体社

広告主

DSP

DSP

50代男性、港区、引っ越
し、旅行好き

媒体社

媒体社

広告主

広告主

広告主

広告主
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RTB（リアルタイ
ムの入札市場）

引っ越し業者が
2.5円で買うよ

港区のレストラン
が２円で買うよ

SSP

SSP

媒体社

広告主

DSP

DSP

50代男性、港区、引っ越
し、旅行好き

媒体社

媒体社

広告主

広告主

広告主

広告主
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RTB（リアルタイ
ムの入札市場）

引っ越し業者が
2.5円で買うよ

港区のレストラン
が２円で買うよ

SSP

SSP

媒体社

広告主

DSP

DSP

50代男性、港区、引っ越
し、旅行好き

媒体社

媒体社

DMP

広告主

広告主

広告主

広告主

ID

ID

ID

ID

ID ＝ cookie

広告ID

ID
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 SSP：
媒体側代理店
Supply Side Platform

 DSP:

広告主側代理店
Demand Side Platform

 DMP：
閲覧履歴分析データベース
Data Management Platform

 SSPとDSPを１事業者が兼ねることも
⇒ 利益相反？

 最後にRTBで勝った広告主の広告を
置くアドサーバから広告を送信

用語集
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FBの何が問題か？



「いいねボタン」の何が問題か？

○☓スポーツ
web

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

画像
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○☓スポーツ
web

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
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25SNSｻｰﾊﾞ

SNS123のブラウザのアクセス履歴

日時 アクセス先

2018/06/01 22:10 〇×スポーツ

2018/06/01 22:18 WebサイトA

2018/06/02 19:30 WebサイトB

2018/06/02 19:52 WebサイトC

2018/06/02 20:05 ポータル△

2018/06/04 20:30 ニュース□

2018/06/01 20:46 EC＠

SNS123のユーザー登録情報

氏名 森野亮二郎

所属組織 ABC商事

性別 男性

生年月日 1970年6月1日

住所 東京都港区

学歴 ZZ大学

既婚・未婚 既婚

趣味 旅行、自転車

「いいねボタン」の何が問題か？



• 「ボタン」を設置したwebサイ
トの閲覧履歴をSNSは取得
することができる。

• SNS側で登録情報と結合し

て、個人情報となることが問
題

SNSｻｰﾊﾞ

WebサイトA

WebサイトB

WebサイトC
EC＠

ニュース□

ポータル△
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「いいねボタン」の何が問題か？
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 FBのようにユーザーのアカウント情報を持つ企業が、3Pクッキーに紐づくウェ
ブの閲覧履歴を取得すると、個人情報の取得となる。

 いいねボタンにより十分な説明のないまま個人情報を取得することは、
⚫ 個人情報保護法17条1項の適正取得義務の違反
⚫ 利用者のプライバシー侵害
にあたるおそれがある。

 SNS等はこれらを踏まえた情報収集をする必要がある。
⚫ ユーザーに対して分かりやすい説明をする
⚫ ボタン設置サイトについてのルールを作る
⚫ オプトアウトできるようにする。

 SNSではないDMP事業者による新しいサービスも登場

Facebook行政指導のまとめ

17条1項

個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の
手段により個人情報を取得してはならない。
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「2人FB」
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 SNSの「ボタン」の場合、単なる広告事業者と異なり、SNS側に登録情報がある
ため、ウェブの閲覧履歴は個人情報となる。

 広告事業者が保有する情報を、1Pのウェブサイト（たとえば〇×スポーツ）に
提供するサービスも存在し、その評価が問題になっている（1Pのウェブサイト
は、ユーザー登録情報を持っていることもある）。

「2人FB」のケース
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「2人FB」のケース

 たとえばBtoCの事業を展開する企業にとって、ユーザーが自社のウェブサイト

の外でどのように行動しているかということは、マーケティング上極めて重要な
情報。

 広告事業者が持つDMPの分析を登録ユーザー情報に結び付けたいという需要
は明白で、その需要を満たすサービスが生まれるのも当然。

 ただ、それはそのサービスを利用する登録ユーザーにとっては「不意打ち」であ
る。

 顔や名前を晒してつきあう事業者が、自分の日々のウェブの閲覧履歴を把握し
ていることを知れば驚くはず。
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「2人FB」のケース
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リクナビ事件－制度導入の直接の契機
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リクナビ事件－事実関係

 リクルートキャリアが、就活中の学生が内定を辞
退する確率（内定辞退率）を判定したデータを契
約する採用企業に販売していたことが判明。

 内定辞退率は、①採用企業から提供をうけた過
去の内定辞退状況、②就活生の登録情報等、③
就活学生の就活サイト等内外のwebサイトの閲覧
状況をもとにAIによる分析でスコア化したもの。

 2019年2月以前には、リクルートキャリアが採用企業から就活生の企
業IDやcookieを受け取り、これに当該就活生のスコアを付して返す運
用（リクルート×採用企業〇、以下「リクナビ2019」）であったが、2019年
3月以降は、リクルートキャリアが採用企業から就活学生の氏名を受け

取って、これにスコアを付けて返す運用（リクルート〇採用企業〇、以
下「リクナビ2020」）に変更。
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リクナビ事件－事実関係

 リクルートキャリアは、リクナビ2019→リクナビ2020の変更の際に、個

人情報の第三者提供についての説明を利用規約に入れたが、一部の
就活学生のユーザーはこれを目にする機会がなく、個人情報の第三
者提供についての同意がとれていなかった。

 リクナビ2020のうち

同意があった部分に
ついても、説明が分
かりにくい問題が
あった。

 リクルートキャリアは、
同事業を8月初めに
廃止。
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① 「cookie情報」が採用企
業からリクナビへ

② リクナビでは、それをリ
クナビの「cookie情報」
と突合し、スコアを算出

③ スコアを採用企業に納
品

リクナビ2019について



リクナビ2019の仕組み

リクルート
ｻｰﾊﾞ

ユーザー

ﾀｸﾞによる
自動ｱｸｾ

ｽ

画像
+3Pｸｯｷｰ

④

⑤

③【タグ】
〇採用企業Webｻｲﾄの画像タグがブラウザに「リク
ルートｻｰﾊﾞから画像を読み込め」と指示する

①

②

閲覧のた
めのｱｸｾｽ

ｺﾝﾃﾝﾂ
＋タグ

+1Pｸｯｷｰ

採用企業
Webサイト

採用企業
就活生アン
ケート
・・・・・
・・・・・
・・・・・

画像

採用企業
webｻｲﾄか

らくるのは、
ﾌｧｰｽﾄﾊﾞｰ
ﾃｨｸｯｷｰ
「ﾌﾞﾗｯｸ001」

リクルートｻｰ
ﾊﾞからくるの
は、ｻｰﾄﾞﾊﾞｰ
ﾃｨｸｯｷｰ
「ﾘｸﾙｰﾄ123」
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• 採用企業webサイトとおなじよ
うに、あちこちのwebサイトに

リクルートが画像タグを貼って
おく。

• 就活生が、それらのサイトに
アクセスするごとに、就活生
のブラウザは、リクルートｻｰ
ﾊﾞからもらったクッキー「ﾘｸﾙｰ
ﾄ123」を送ってくる。

• リクルートサーバは、どのﾌｧｰ
ｽﾄﾊﾟｰﾃｨからアクセスを指示
されたかも分かるため、「ﾘｸ
ﾙｰﾄ123」をキーにして、ウェブ

サイトの閲覧履歴を作成でき
る。

リクルー
トｻｰﾊﾞ

IT就活

メーカー就活

外資系就活 EC＠

ニュース□

ポータル△

⑦
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リクナビ2019の仕組み
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リクルート
ｻｰﾊﾞ

リクルート123のブラウザのアクセス履歴

日時 アクセス先

2018/06/01 22:10 IT就活

2018/06/01 22:18 外資系就活

2018/06/02 19:30 メーカー就活

2018/06/02 19:52 外資系就活

2018/06/02 20:05 ポータル△

2018/06/04 20:30 ニュース□

2018/06/01 20:46 外資系就活

リクナビ2019の仕組み

この人本命は外資系ですね、お宅様は、国
内企業なので、たぶん内定を蹴るでしょう。
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① 「cookie情報」（1stPｸｯ

ｷｰ）が採用企業からリ
クナビへ

② リクナビでは、その1stP

ｸｯｷｰ（に対応する自分
の3rdPｸｯｷｰ）の閲覧履

歴をベースにスコアを
算出（リクナビでは個人
が特定できない）

③ スコアを採用企業に納
品し、採用企業側で就
活学生情報に戻す。

リクナビ2019の仕組み
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個人情報保護委員会の行政指導
（第2弾－2019年12月）

 リクナビ2019について勧告（23条1項）

 リクルート社（親会社）に対して委託先の監督義務違反（22条）

 採用企業に対して指導。
本サービスに関する利用目的の通知又 は公表等が不適切であった

ことや個人データを外部に提供する際の法的検討ない し当該法的
整理に従った対応等が不適切であった
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 リクナビ→採用企業については、リクナビ（非個人情報）採用企業（個人情
報）のパターンになっている。

 この部分は8月の最初の行政指導では個人情報保護委員会の法執行の
対象とならなかったが、後に法執行。

 ほぼ同時期に（2019年12月）提供元（非個人情報）提供先（個人情報）につ
いては、規制の対象にするという令和2年改正の方向性が公表される※

リクナビ2019についてのまとめ①

※個人情報保護法いわゆる３年ごと見直し制度改正大綱 第4章４．端末識別子等の取扱い

「ここ数年、インターネット上のユーザーデータの収集・蓄積・統合・分析を行う、「ＤＭＰ（中
略）」と呼ばれるプラットフォームが普及しつつある。この中で、クッキー等の識別子に紐付く個
人情報ではないユーザーデータを、提供先において他の情報と照合することにより個人情報
とされることをあらかじめ知りながら、他の事業者に提供する事業形態が出現している。」
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 DMPは、広告のみに使われるものではないということが広く認識される
きっかけとなった。

 web閲覧履歴を収集し、それを特定の個人に結びつけることは、当該個人
が誰かということを知っている人にとっては極めて容易。FBはその一例に
過ぎなかった。

 DMPは、ウェブの閲覧履歴をベースに「その人はどんな人？」という質問
に幅広くこたえられる仕組み。

 広告、すなわち「その人は何を買いそう？」であればOKとされてきた？

 しかし…「その人は内定を辞退しそうか？」「その人は職場に満足している

か？」「その人が投票において重視する政策は何か？」「その人は健康に
不安を感じているか？」等の質問に使うことには抵抗があるはず。

リクナビ2019についてのまとめ②
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個人関連情報の新設



44個人情報保護員会の説明資料から



① 利用目的

◼ 利用目的を特定し、目的外利用する
場合には同意を得ること。

◼ 適正に利用すること。

② 適正取得

◼ 騙すなどの不適正な手段で個人情
報を取得しない。

◼ 要配慮個人情報を取得する場合は
同意を得ること

③ 安全管理措置

漏えい防止等のセキュリティをしっかり
すること。

④ 第三者提供

第三者提供する場合には、原則として
同意を得ること（外国の場合に注意）。

個人情報保護法－事業者の義務

⑤ 個人関連情報

提供先で個人情報になるDMP等の規制

⑥ 確認・記録義務

第三者提供をするとき（受けるとき）は、記録
（確認して記録）を取ること。

⑦ 保有個人データの事項公表

⑧ 本人関与

本人の開示請求、訂正の請求、利用停止
請求に応じること。

⑨ 仮名加工情報

仮名化情報についての義務の緩和等

⑩ 匿名加工情報

匿名化して流通させる仕組み

赤字・青字はR2改正



第26条の２（個人関連情報の第三者提供の制限等）
個人関連情報取扱事業者（個人関連情報データベース等（個人関連情報
（生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名
加工情報のいずれにも該当しないものをいう。以下同じ。）を含む情報の集合
物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができ
るように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索する
ことができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものをいう。以下こ
の項において同じ。）を事業の用に供している者であって、第二条第五項各号
に掲げる者を除いたものをいう。）

個人関連情報

46

改正法

 個人関連データベース等＝DMP

 個人関連情報＝DMPを構成する1行の情報



第26条の２（個人関連情報の第三者提供の制限等）
個人関連情報取扱事業者（中略）は、第三者が個人関連情報（中略）を個
人データとして取得することが想定されるときは、第２３条第１項各号に掲げる
場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報保護委員会
規則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該
第三者に提供してはならない。
一 当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を
受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本
人の同意が得られていること。
二 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとす
る場合において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、
当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個
人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該
本人に提供されていること。

個人関連情報

47

改正法



個人関連情報の概要
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 提供元で非個人情報なので、提供元が本人から同意をとるのは原則
不可能

 提供先が同意をとったことを提供元が確認しなければ提供してはなら
ない、という形にしている。

 リクナビでいえば、
◼ 採用企業が「『リクナビのDMP情報を買って個人情報に紐づける
けどOK？』と就活生に尋ねて同意をとる

◼ リクルートが採用企業に対して、↑の同意を取って頂けましたか？
という確認をする

◼ ↑の確認ができて初めてリクルートから採用企業へのスコア（個人
関連情報）の提供可

 たしかにこの規制で「同意を取ればOK」にはなったが、受容性の低い
ケースや同意が無効となるケースが多いことに注意



49個人情報保護員会の説明資料から

Cookie単体は？
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通常想定できる場合

提供元の個人関連情報取扱事業者において現に想定していない場合であ っ
ても、提供先の第三者との取引状況等の客観的事情に照らし、一般人の 認
識を基準に通常想定できる場合には、「想定される」に該当する。

【通常想定できる場合】
事例）
個人関連情報を提供する際、提供先の第三者において当該個人関連情報
を氏名等と紐付けて利用することを念頭に、そのために用いる ID 等も併せて提
供する場合
（※）ここでいう「一般人の認識」とは、同種の事業を営む事業者の一般的な判
断力・理解力を前提とする認識をいう。

ガイドライン（通則編）（案）94頁



51個人情報保護員会の説明資料から



52個人情報保護員会の説明資料から
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「何を」－対象の特定について

 ガイドラインの記載は「対象となる個人情報を特定できるように示さなけ
ればならない」

 このことは、提供元・提供先いずれで同意を取る場合でも同じ。

 それ以上の詳しい記載はないが、「項目」を示すことは求められている。

 それでは提供先で同意を取る場合に、「提供元」を示すことは必要か？

 ちなみに、提供元で同意を取る場合には、「提供先」を具体的に伝える
ことが必要。これは「誰が」利用するかに関すること。

ガイドライン（通則編）（案）94頁

委員会の回答は「不要」ただ、同じ「利用履歴」でも提供元によってその中身は大きく変わるのではないか



54個人情報保護員会の説明資料から
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仮名加工情報－利活用のツール
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「仮名加工情報」とは

 仮名化した情報（ほとんどの場合、個人情報）について内部での自由な
利用を許す利活用の制度。

 ①利用目的変更の制限（要同意）と②開示請求対応などの本人関与の
義務がなくなる。

 第三者提供と本人への連絡等は禁止されるため、分析的利用のみ。

 ただし、識別状態（一意のユーザーIDつき）は維持していいので、社内
の全サービスのユーザーデータを結合できる（これまでは利用目的が
若干違うともうダメ）。

 プライベートDMPのようなサービスの利用につながるのでは？



57個人情報保護員会の説明資料から



① 利用目的

◼ 利用目的を特定し、目的外利用する
場合には同意を得ること。

◼ 適正に利用すること。

② 適正取得

◼ 騙すなどの不適正な手段で個人情
報を取得しない。

◼ 要配慮個人情報を取得する場合は
同意を得ること

③ 安全管理措置

漏えい防止等のセキュリティをしっかり
すること。

④ 第三者提供

第三者提供する場合には、原則として
同意を得ること（外国の場合に注意）。

個人情報保護法－事業者の義務

⑤ 個人関連情報

提供先で個人情報になるDMP等の規制

⑥ 確認・記録義務

第三者提供をするとき（受けるとき）は、記録
（確認して記録）を取ること。

⑦ 保有個人データの事項公表

⑧ 本人関与

本人の開示請求、訂正の請求、利用停止
請求に応じること。

⑨ 仮名加工情報

仮名化情報についての義務の緩和等

⑩ 匿名加工情報

匿名化して流通させる仕組み

赤字・青字はR2改正



59

カスタムオーディエンス等に関連するQ&A改訂
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カスタムオーディエンス等

 SNSであるB社は、ユーザーの登録情報（メールアドレス）を保有してい
る。他方で、ソーシャルプラグインにより、ユーザーのウェブの閲覧履歴
を収集し、DMPデータを保有している。

 広告主A社はゲームベンダーであり、最近あまりアクティブでないユー
ザー向けの「カムバックキャンペーン」を考えている。そこでB社の広告
を購入することとした。

 A社はユーザーのうち、キャンペーン対象者のメールアドレスを抽出（な
お、メールアドレスはA社においては個人データ）、B社に提供し、B社は
自身のユーザーの中から該当ユーザーを探し出し、該当ユーザーに対
して、そのユーザーのSNSアカウント画面でキャンペーン用の広告を表
示した。

 A社⇒B社 のメールアドレス提供についてはユーザー本人の同意なし。
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カスタムオーディエンス等の法的評価

 A社⇒B社のメールアドレスの提供について、ユーザー本人の同意がと
れていないが、これを第三者提供ではなく、委託提供として実施するこ
とはできないか。
◼ 第三者提供 ⇒ 本人の同意必要
◼ 委託提供 ⇒ 本人の同意不要

 これは委託の場合、利用目的は委託元の利用目的であることから、身
内に対する提供であり、委託元と委託先の間に一体性があるから。

A社 B社

A社の利用目的

A社 B社

B社の利用目的

委託 第三者提供
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カスタムオーディエンス等の法的評価

 委託提供であるためには（第三者提供でないためには）、委託元の利
用目的のみに従ったものであることが必要。

 委託先において、複数の委託元からのデータを突合することはできな
いとされていた。 ⇒ その場合は、委託元と委託先の一体性が失われ
て「身内提供」ではなくなり、「他人＝第三者提供」となる。

 それでは、委託先において、元々委託先が持っていたデータと突合す
る場合はどうか？カスタムオーディエンス等の場合、SNS兼広告事業者
であるB社側でB社のデータ（メールアドレス、ユーザーID）と突合するこ
とになるので、これが委託提供で可能か（「身内提供」であり続けられる
のか）が問題となっていた。
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（中略）

R3年9月改訂Q&A
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改訂Q&Aで明らかになったこと

 原則として委託先のデータの突合により、委託提供ではなくなる。

 ただし、例外として認められる場合もある。委託先で同意を取得すれば
いい。

 どのような同意をとればいいかはまだ明らかになっていないが、当面は、
SNSのユーザーに対して「広告主からユーザーのデータを取得して、弊
社の有するユーザーのデータと突合し、広告配信に利用します」のよう
なものか…

 委託元で同意をとって第三者提供にするのはもちろんOK

 この改訂Q&Aは未施行。施行は2022年4月1日。

同日付（R3年9月）の改訂Q&Aで施
行されるものもあるのでご注意
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電気通信事業法による規制の方向性
総務省PF研「通信関連プライバシー」

PF研＝「プラットフォームサービスに関する研究会」
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PF研「中間報告書」の問題意識

⚫ 利用者の端末情報が、OS事業者、通信事業者、プラットフォー
ム事業者、アプリ事業者等によって、利用者の意思に反して取
得・活用されているとすると、通信の秘密の対象であるか否かに
関わらず、プライバシー上の適切な保護を検討する余地が生じ
得るところ、端末情報の適切な取扱いの確保のための具体的な
規律の在り方については、eプライバシー規則（案)の議論も参考
にしつつ、今後引き続き検討が必要と考えられる

「中間報告書」2019年4月 27頁
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PF研「中間とりまとめ（案）」の答え

⚫ このような通信サービスの利用に関わる利用者端末情報とそれに
紐付く情報の保護については、「通信関連プライバシー」として保
護されるべき利用者の権利として、把握されるべきであると考えら
れる。即ち、（中略）

⚫ 事業者に法律上の義務を課すことが有用であるとの指摘も踏ま
え、電気通信事業法等における規律の内容・範囲等について、
ｅプライバシー規則（案）の議論も参考にしつつ、cookie や位置情
報等を含む利用者情報の取扱いについて具体的な制度化に
向けた検討を進めることが適当である

「中間とりまとめ（案）」2021年7月 105頁
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 個人情報でない形のクッキーに紐づく情報についても、「通信
関連プライバシー」として把握。

 電気通信事業法等によって、制度化を検討。

PF研「中間とりまとめ（案）」のまとめ
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海外の法規制

EU（GDPR）でも米国（CCPA※）でも、クッキーはそれ自体
、個人情報として規制対象。

※ カリフォルニア州消費者プライバシー法
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PF研利用者情報WG第1回 事務局 参考資料２
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PF研利用者情報WG第1回 事務局 参考資料２
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PF研利用者情報WG第1回 事務局 参考資料２



73

プラットフォーマーによる自主規制

環境激変…
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• ３Pクッキーを廃止して

代替手段による広告配
信を可能に。

• 2022年実施予定だった

が、英競争当局の介入
により1年延期。

App Tracking  Transparency

Inteligent Tracking Prevention

Privacy Sandbox

• IDFA等によるトラッキング
が要同意に。

• 2021年4月より実施。

• ３Pクッキーを制限。
• 2017年9月より実施、アップ
デートのたびに強力に。
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今後について
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 ３Pデータを利用した広告は、個人情報保護法や電気通信事業
法の規制を受けることになる。

 海外においても規制の方向は顕著だが、特にプラットフォーマー
の自主規制の影響が大きい。

 囲い込み戦略をとってきたグローバルプラットフォーマーへの
データ集中が一段と進んでいる※ ⇒ ウォールドガーデン

 これに対抗する形でプラットフォーム規制が進む。

 特に米国の政府における規制論者の登用が注目されている
（FTC委員長にLina Khan等）。

今後について－規制の方向性
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ご清聴ありがとうございました


